
千葉市公告第２０１号 

 

 千葉市谷津田の自然の保全に関する要綱第３条３項の規定により、谷津田等の保全区域

の指定を次のとおり変更したので公告します。 

 

 令和３年３月２４日 

千葉市長 神 谷 俊 一 

 

１ 保全区域の指定の概要 

（１）指定する保全区域の名称 

   金親地区（千葉市若葉区金親町、下田町） 

 

（２）指定する保全区域の地番 

変更前 

千葉市若葉区金親町 ５４５番１、５４５番２、５４６番１、５

４６番２、５４７番、５４９番、５５１番１、５５１番２、５５

４番１、５５４番２、５５７番１、５５７番２、５５８番１、５

５９番、５６０番、５６１番、６５２番 

千葉市若葉区下田町 １３５４番１、１３５４番２、１３５８

番、１３６８番１、１３６８番２、１３７５番２、１３７５番

４ 

計２４筆 

変更後 

千葉市若葉区金親町 ５４５番１、５４５番２、５４６番１、５

４６番２、５４７番、５４９番、５５１番１、５５１番２、５５

２番１、５５２番２、５５４番１、５５４番２、５５７番１、５

５７番２、５５８番１、５５９番、５６０番、５６１番、６５２

番 

千葉市若葉区下田町 １３５４番１、１３５４番２、１３５８

番、１３６８番１、１３６８番２、１３７５番２、１３７５番

４ 

計２６筆 

 

（３）指定する保全区域の面積 

変更前 ５６，０７３平方メートル 

変更後 ６０，０６４平方メートル 

 


